
   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
  
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 

� 還付加算金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Ｑ：私は個人事業者です。昨年は税金の還

付があり、還付加算金も受け取りました。こ

の還付加算金は、どのような取扱いになるの

ですか？                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ａ：雑所得になります。 

【解説】  

源泉所得税額などの還付金を受け取った場 

合や、更正の請求などにより生じた過誤納金 

の還付金を受け取った場合には、納付があっ 

た日から、支払決定日までの期間に応じた、 

還付加算金が加算されます。 

 還付加算金は、国税を滞納した場合に延滞 

税が課されることとのバランスを考慮したも 

ので、一種の利息にあたるものなのですが、 

令和２年の場合は利率が年1.6％になってい 

ます。 

 この還付加算金は、事業用以外の貸金の利 

子と性格が類似しているということで、税務 

では、雑所得として取り扱われることとなっ 

ています。 

 したがって、お尋ねの場合は、令和２年分 

の確定申告で雑所得として申告しなければな 

らないことになります。 

 なお、給与所得者が還付加算金をうけた場 

合は、還付加算金の金額（雑所得の金額）が 

２０万円以下であれば、確定申告をする必要 

はないこととされています。  
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